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研究要旨 

本研究では、都道府県・政令指定都市・中核市の「介護保険事業者における事故発生時に

おける報告取扱要領」に示されている、介護保険事業者が市町村に報告すべき事故の基準

について実態を明らかにすることを目的とした。インターネット上で公表されている都

道府県・政令指定都市・中核市の「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領

（以下、事故報告取扱要領）」を収集した。事故報告取扱要領に記載されていた事故の種

類、報告基準について、類似性に沿って分類した。結果、事故の種類は、「利用者の死亡

事故」、「利用者の怪我・負傷」、「誤嚥・誤飲・異食」、「誤薬」、「虐待・暴力」、「不法行為・

不祥事」、「財産・家屋の破損」、「失踪・行方不明」、「火災の発生」、「自然災害の発生」、

「交通事故」、「苦情・トラブル・訴訟」、「感染症」、「食中毒」に分類された。各事故の種

類において報告対象に含む事故の基準は様々であり、自治体によって異なっていた。都道

府県で示されている報告基準と各都道府県に属する市町村の報告基準が統一されていな

いものもあった。これらの結果は、市町村に報告された事故報告の発生状況について、都

道府県単位、全国単位で把握することが困難であることを示唆している。報告された事故

報告に基づく事故の発生状況の実態把握および分析、事故の再発防止の全国的な取り組

みにつなげていくためには、事故の定義や報告基準の統一が必要である。 

 

Ａ．研究目的 

 高齢化の進むわが国においては、介護保

険制度創設以来、65 歳以上の被保険者数は

2165 万人（2000 年 4 月）から 3492 万人

（2018 年 10 月）と 1.6 倍に増加する中で、

介護サービス利用者は 149 万人（2000 年 4

月）から 474 万人（2018 年 10 月）と 3.2 倍

増加している。そのため介護サービスへの

期待は大きく、利用者の増加・重度化や医療

ニーズへの対応に伴う事故発生リスクの増

大が考えられ、介護保険事業者の安全管理

体制の整備は喫緊の課題である。 

 介護保険事業者には、サービスの提供に

より事故が発生した場合、市町村に報告す

ることが義務付けられている。これは厚生

労働省令に基づき、事業者指定権者（都道

府県（指定都市・中核市では市）または市

町村）によって事業者の運営基準として定
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められている。しかし、介護保険事業にお

ける事故の全国規模での実態把握は進んで

いない。その背景には、事業者指定権者に

よる事故の報告基準が様々であるためと考

えられる。しかし、報告すべき事故の範囲

や基準が自治体によってどのように異なっ

ているのかの実態は把握されていない。 

そこで、本研究では、都道府県・政令指

定都市・中核市の「介護保険事業者におけ

る事故発生時の報告取扱要領（以下、事故

報告取扱要領）」に示されている、介護保

険事業者が市町村に報告すべき事故の種類

や報告基準について実態を明らかにするこ

とを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１．データ収集方法 

 インターネット上で公表されている都府

県・政令指定都市・中核市の事故報告取扱

要領を収集した。データ収集期間は、2019

年 4月～2020年 6月までであった。 

 

２．分析方法 

事故報告取扱要領に記載されていた事故

の種類、報告基準について、類似性に沿っ

て分類した。なお、本研究において「事故

の範囲」は「サービスの提供に関連する事

故がどこまでを含むのかを示すもの」とす

る。例えば、「利用者が事業所に滞在して

いる間」や「直接介助中」「、訪問中」な

どである。 

 

Ｃ．研究結果 

 全 47都道府県、全 20政令指定都市、全

58中核市（平成 31年 4月 1日現在）のう

ち、インターネット上から「介護保険事業

者における事故発生時の報告取扱要領」情

報を入手できた自治体は 33都道府県、18

政令指定都市、53中核市（計 104自治

体）であった。 

 

１．事故の範囲 

 68 自治体が、報告を求める事故の範囲と

して「サービス提供中」を事故報告取扱要領

に記載していた。範囲は様々であり、「送迎・

通院・利用者が事業所内にいる間を含む」

（28 自治体）、「送迎・通院を含む」（18 自

治体）、「送迎・通院・外出（レクリエーショ

ン等）を含む」（9 自治体）、「送迎を含む」

（6 自治体）、「送迎・利用者が事業所内にい

る間を含む」（4 自治体）、「送迎・外出」（1

自治体）、「送迎・通院・見守り中を含む」（1

自治体）、「事業所内で発生したもの・訪問

中・通院中・行事中を含む」（1 自治体）、「直

接介助時のみに限らない」（1 自治体）であ

った。 

また、サービス提供者ではなく、「第三者

に起因する事故」を 8 自治体が範囲に含め

ていた。具体的には、「第三者の過失による

事故を含む」、「第三者の行為により、利用者

が被害者となった場合も含む」、「福祉用具

による事故など事故発生の原因に関わらな

い」等が示されていた。さらに、46 自治体

は利用者の自己責任・過失による事故を範

囲に含めていた。具体的には「利用者の自己

責任による事故を含む」、「利用者自身の転

倒による怪我等も含む」、「負傷事故の原因

が自己（自傷行為など）によるもの」、「自死

含む」などが示されていた。 

 

２．事故の種類 

 事故の種類は、「利用者の死亡事故」、「利
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用者の怪我・負傷」、「誤嚥・誤飲・異食」、

「誤薬」、「虐待・暴力」、「不法行為・不祥

事」、「財産・家屋の破損」、「失踪・行方不

明」、「火災の発生」、「自然災害の発生」、「交

通事故」、「苦情・トラブル・訴訟」、「感染

症」、「食中毒」であった。 

以下、種類ごとに各自治体で示されてい

た事故の基準について示す。 

 

１）利用者の死亡事故 

 102 自治体が利用者の死亡事故について

報告を求めていた。一方、104 自治体中 2 自

治体は利用者の死亡には触れていなかった。 

報告を必要とする基準は様々であり、「病

気により死亡した場合であっても、死因等

に疑義が生じる可能性がある場合」（53 自治

体）、「病気により死亡した場合であっても、

後日トラブルが生じる可能性がある場合」

（44 自治体）、「死亡原因が利用者の疾病に

よるものは報告不要」（21 自治体）、「事故に

よる負傷が原因で後日利用者が死亡に至っ

た場合」（15 自治体）、「自死（原因不明/変

死）を含む」（10 自治体）、「窒息事故による

ものを含む」（2 自治体）、「サービス提供に

よる従事者の死亡事故」1 自治体であった。 

 

２）利用者の怪我・負傷 

 104 全自治体が利用者の怪我・負傷につい

て報告を求めていた。ただし、報告を求める

怪我・負傷の原因や報告基準（怪我・負傷の

程度）は以下のとおり、自治体によって様々

であった。 

 

（１）報告を求める怪我・負傷の原因 

『「怪我」とは転倒または転落に伴う骨折

及び出血、火傷で医療機関において治療又

は入院したものを原則とする。』のように、

怪我・負傷の原因として、「転倒（転落）に

伴う」（14 自治体）や「接触事故に伴う」（4

自治体）、「体位変換に伴う」（1 自治体）が

示されていた。 

 また、「怪我・負傷」の具体例として、「骨

折」（29 自治体）、「火傷（熱傷）」（12 自治

体）、「出血」（9 自治体）、「打撲」（8 自治体）、

「裂傷」（8 自治体）などが示されていた。

「意識不明」や「毒物・薬物による中毒」を

示している自治体もあった。 

 

（２）報告を求める怪我・負傷の基準 

 原因に加えて、医療機関受診を前提とす

るなど、怪我・負傷の報告基準を示している

自治体があった。具体的には、「入院」（34 自

治体）、「通院」（8 自治体）、「受診」（58 自

治体）、「治療」（36 自治体）であった。この

ほか、「保険診療を要したもの」、「要介護度

に変化が生じる程度」、「後遺症が残る可能

性が生じる程度」、「急病・急変等で、病院へ

の救急車又は事業所の職員が搬送した場合

を含む」、「新たに心身に障害が加わるおそ

れ」「骨折以上」、「全治 3 週間以上」、「全治

30 日以上」といった怪我・負傷の基準が示

されていた。 

 さらに、医療機関への受診の有無を問わ

ず、怪我・負傷に関して報告を求める基準を

示している自治体もあった。具体的には、

「利用者や家族とトラブル（苦情）が発生す

ることが予測される場合」（22 自治体）、「家

族に連絡しておいた方が良いと判断される

場合」（10 自治体）であった。このほか、「利

用者に見舞い金や賠償金を支払う場合」「対

応に問題があった場合」、「利用者や職員等

の身体に被害が生じた事故」、「本来治療や
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入院が必要だったものの、本人の心身の状

況等を勘案し、そうならなかった場合」とい

った基準が示されていた。 

 一方で、「軽微な怪我は除く」（16 自治体）

や「念のための医療機関受診は除く」（1 自

治体）のように、怪我・負傷について報告を

不要とする基準を示している自治体もあっ

た。「軽微な怪我は除く」では、除外する内

容として、「擦り傷・打撲」「日常生活に大き

な支障のないもの」「一度の通院で終わるよ

うなもの」「医療上の治療を受けないもの」

があげられていた。 

 

３）誤薬・誤嚥・誤飲・異食 

 事故の種類に「誤薬」を挙げていたのは

41 自治体であった。誤薬の具体例として「時

間や量の誤り」「薬の種類の誤り」「貼り薬の

貼り抜かり」「与薬漏れ」「他者の薬を飲ませ

た」「服薬介助をしている利用者が結果的に

薬を飲まなかった」、「清掃時に薬を発見し

た」「利用者がこっそり薬を吐き出した」な

どが示されていた。 

 誤薬について報告を求める基準について

は、「利用者に不適切な与薬をした場合を含

む」（15 自治体）、「医療機関への受診・治療・

入院が必要になった場合を原則とする」（15

自治体）、「利用者の体調に異変がない場合

も含む」（12 自治体）であった。このほか、

「薬の種類は問わない」、「医師の指示が経

過観察の場合も含む」、「健康被害があった

場合に限る」、「家族に連絡の必要があると

判断するもの」などや「与薬漏れは直後に発

覚し、服薬を行った場合は報告不要」、「落薬

や飲ませ忘れであって、医師により、医療機

関の受診や治療が不要であると判断された

ものは報告不要」のように、報告不要とする

基準を示している自治体もあった。 

「誤嚥・誤飲・異食」については、事故の

種類として明示する自治体と、「利用者の怪

我・負傷」の具体例として示す自治体があっ

た。報告を求める自治体は、誤嚥が 31 自治

体、誤飲が 9 自治体、異食が 22 自治体であ

った。 

 

４）虐待・暴力 

 22 自治体が虐待（疑い含む）・暴力につい

て報告を求めていた。 

 

５）不法行為・不祥事 

 90 自治体が職員の不法行為・不祥事につ

いて報告を求めていた。具体例として、「利

用者の預り金着服」「会計の横領・不適切な

処理」「個人情報の漏洩・紛失」「利用者宅か

らの盗難」「窃盗」「FAX・郵送書類の誤送信」

「職員が逮捕された場合」「飲酒運転」が示

されていた。 

 また、10 自治体が、利用者の不法行為に

ついて報告を求めており、具体例として「入

所者等の間での傷害事案」「盗難」「物損」が

示されていた。さらに、10 自治体は、外部・

第三者による犯罪を報告対象としており、

具体例として「盗難被害」「建物損壊」が示

されていた。 

 

６）財産・家屋の破損 

25 自治体が、利用者の財産・家屋の損壊

について報告を求めていた。具体例として、

利用者等の保有する財産（家財、所持品、家

屋等）を滅失・損壊させた場合であるが、

「利用者や家族から苦情が寄せられた場合」

「損害賠償責任が発生する場合」に限り報

告を必要とすると基準を定める自治体もあ
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った。 

 

７）失踪・行方不明 

 51 自治体が失踪・行方不明（離設・無断

外出・徘徊）の報告を求めていた。具体的に

報告が必要な基準を示す自治体もあり、「捜

索願を出したもの」（11 自治体）、「外部の協

力を得て捜査をした場合」（9 自治体）や、

「施設周辺や心当たりがある場所を探した

が速やかに発見できなかった場合」（6 自治

体）、「当日中（概ね 4 時間以内）に発見で

きなった場合」、「現在の捜索中のもの」など

のように、対象者が見つからなかった場合

と見つかった場合で、どちらも報告を求め

る自治体もあった。 

 また、報告不要な基準として、「敷地内で

発見され、特に異常が認められない場合は

除く」や「概ね 10～30 分以内に発見した場

合は除く」ことを示していた自治体もあっ

た。 

 

８）火災の発生 

 41 自治体が火災の発生の報告を求めてい

た。単に「火災の発生」とする自治体もある

一方で、「サービスの提供に影響する場合」

（14 自治体）、「利用者に影響のある場合」

（6 自治体）、「施設・設備・敷地当の損壊が

ある場合」（6 自治体）、「利用者や職員の人

的被害がある場合」（5 自治体）、「消防機関

に出動を要請したもの」（3 自治体）のよう

に、報告を求める基準を示している自治体

もあった。 

 41 自治体が自然災害の発生の報告を求め

ていた。単に「火災の発生」とする自治体も

ある一方で、「被害（人的・物的）が発生し

た場合」（15 自治体）などの報告を求める基

準を示している自治体もあった。 

 

９）自然災害の発生 

 36 自治体が自然災害の発生の報告を求め

ていた。具体的な自然災害として「地震」、

「風水害」、「津波」、「台風」が示されていた。

また、報告が必要な基準を示す自治体もあ

り、「被害（人的・物的）が発生した場合」

（16 自治体）、「サービスの提供に影響のあ

る場合」（15 自治体）があった。このほか、

「利用者の処遇に影響のある場合」、「避難

を要する場合」、「損壊程度は問わない」や

「自然災害は報告不要」のように、報告不要

とする基準を示している自治体もあった。 

 

10）交通事故 

 33 自治体が交通事故について報告を求め

ていた。単に「交通事故」とする自治体もあ

る一方で、「送迎・通院・外出介助中の交通

事故」（20 自治体）、「利用者への影響がある

とき」（6 自治体）、「送迎中の事故により第

三者が死亡、重篤となった場合、負傷した場

合」（3 自治体）、「利用者が乗車していない

場合を除く」（3 自治体）等と報告を求める

基準を示す自治体もあった。 

 

11）感染症 

87 自治体が感染症の報告を求めていた。

しかし報告を求める感染症の具体例や基準

は自治体によって様々であった。 

 

（１）報告を求める感染症の具体例 

 報告を求める感染症の具体例は自治体に

よって異なっていた。感染症法における感

染症分類を示していた自治体のなかでも、

どの分類までを報告対象とするかは自治体
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により異なっていた。 

また、具体的な感染症名を挙げる自治体

もあった。なかでも 35 自治体が 2 類感染症

である「結核」を具体的として示していた。

さらに、感染症法の感染症分類には当ては

まらないが、「疥癬」に関して 18 自治体が

報告を求めていた。 

 

（２）感染症発生の報告を求める基準 

感染症発生時の報告については、27 自治

体が「社会福祉施設等における感染症等発

生時に係る報告について平成 17 年 2 月 22

日 厚生労働省通知」を基準に記載していた。

そのほか、「サービス提供に関連して発生し

たと認められる場合」（6 自治体）、「サービ

ス提供（の継続）に影響を及ぼす恐れがある

場合」（6 自治体）、「保健所に届け出たもの

のうち、緊急性・重大性が高いもの」（6 自

治体）、「他の利用者にまん延する恐れがあ

る場合」（5 自治体）、「集団発生」（4 自治体）、

「新型インフルエンザに係るクラスターサ

ーベイランスの報告を保健所に行った場合」

（3 自治体）などが報告を求める基準として

示されていた。 

 

12）食中毒 

 感染症に関して報告を求めている 87 自

治体のうち 83 自治体は、感染症に関して

報告を求めるのと並列して、食中毒に関し

て報告を求めていた。ここに含まれない４

自治体のうち 2 自治体は「食中毒」を報告

要件として明記していないが、「ノロウイ

ルス/感染性胃腸炎等の感染症」のような

経口感染しうる感染症については報告を求

めていた。 

 

Ｄ．考察 

 介護保険事業者によるサービスの提供に

より事故が発生した場合、介護保険事業者

は、事業者指定権限者が作成した運営基準

に基づき、事業者指定権限者である都道府

県（指定都市・中核市では市）または市町

村に報告することが義務付けされている。 

今回、事故報告取扱要領をもとに事故発

生時の報告基準を調査したところ、「利用

者に対するサービス提供による事故」とし

て報告を求める種類や範囲は、各自治体に

よって異なることが明らかとなった。ま

た、都道府県で示されている報告基準と各

都道府県に属する市町村の報告基準が統一

されていない現状も明らかになった。これ

らの結果は、市町村に報告された事故報告

の発生状況について、都道府県単位、全国

単位で把握することが困難であることを示

唆している。 

 報告された事故報告に基づく事故の発生

状況の実態把握および分析、事故の再発防

止のための全国的な取り組みにつなげてい

くためには、事故の定義や報告基準の統一

化の必要がある。 

 

Ｅ．結論 

 「介護保険事業者における事故発生時の

報告取扱要領」をもとに事故発生時の報告

基準を調査した。その結果、「利用者に対す

るサービス提供による事故」として報告を

求める種類や基準は、各自治体によって異

なっていた。


